
大学における学生相談体制の充実方策について（要旨） 

－「総合的な学生支援」と「専門的な学生相談」の「連携・協働」－ 

 

第１章 基本的考え方

１．教育の一環としての学生支援・学生相談 

・学生相談とは：学生が「ニーズを感じた時点」で、「個別相談」を中心とする丁寧なコミュ

ニケーションを通じて、「全人的に」育てていく機能を有するもの  
・「学生相談の機能を学生の人間形成を促すものとして捉え直し、大学教育の一環として位置

づける必要がある」（廣中レポート）  

２．学生の個別ニーズに対応した学生支援 

（１）学生の多様化と大学全体の学生支援力の強化 

・学生の個別性と多様性に配慮しつつ、教育的・成長促進的視点に立った的確な支援  
・大学全体の学生支援力の強化 

（２）学生期の課題に応じた学生支援 

・入学前後の大きな環境変化に緩やかに移行するよう、きめ細やかな個別支援や導入教育 

・インターンシップやボランティア等社会的経験を組み入れた多様な模索を可能にする支援 

・卒業に向けて進路決定の具体化と体験を統合する機会の提供 

・大学院生に対する研究環境への再適応や就職支援等の社会性形成に向けた個別支援 

３．「学生支援の３階層モデル」による総合的な学生支援体制 

（１）教職員と専門的カウンセラーの連携・協働 

 ・本報告書における標記 

「学生相談」：カウンセラーによる心理的・専門的援助活動 

「学生支援」：教育及び支援活動における相談機能全般 

（２）学生支援の３階層モデル 
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（３）「学生支援の３階層モデル」の留意点 

・各階層間での交流及び連携・協働 

・各大学の個性・特色を活かした体制づくり
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第２章 総合的な学生支援体制の整備 

１．学生支援体制を統括する機能  

「学生支援の３階層モデル」が実効あるものとなるために、学生支援体制を統括する機能

を大学が有することが重要  
   例）学生支援全般について審議・検討する審議会や委員会等の設置  
    代表責任者に理事や副学長といった全学的な政策決定に直接関与できる者が就任  

２．［日常的学生支援（第１層）］－日常的な個別ニーズの把握と対応－ 

（１）教職員に求められる基本姿勢と対応 

・すべての教職員：学生の発達的な課題や今日的状況への理解、支援的な姿勢  
・教員：学生と双方向のコミュニケーションを取りやすくする工夫等  
・事務系職員：温かく誠意ある対応等、学生が安心感や信頼感を持てるよう努める  

（２）支援が必要な学生に対しての姿勢 

 ・日々の教育・指導や窓口対応等で、深刻な問題を抱える学生の存在を把握した場合は、学

生相談機関をはじめとする必要部署と相談・連携し支援の方途を検討することが重要  
（３）自主的活動に対する支援－学生の相互的成長と社会化の促進－ 

 ・学生の自主的活動の意義を認識し、環境整備や情報収集・提供に努め、学生の自主性を尊

重した適度な指導・支援を行う必要  

３．［制度化された学生支援（第２層）］－個別ニーズに応える役割・場の工夫－ 

（１）教員が担う役割・場の工夫 

学生が質問や相談を持ちかけやすい体制づくり  
クラス担任制度、アカデミック・アドバイザー、チュートリアル・システム 等  

（２）事務系職員が担う役割・場の工夫 

学生の個別ニーズに応える体制づくり  
何でも相談窓口（員）の配置、関連窓口の集中配置、カウンターの工夫 等  

（３）学生の相互援助力の活性化 

学生相互の自然な助け合いが生じやすいよう、相互援助力を活性化させる試み  
ティーチング・アシスタント、ピア・サポート、オリエンテーションでの交流 等  

４．［専門的学生支援（第３層）］－個別ニーズに応える専門性の分化と深化－ 

（１）専門的学生支援機関の必要性 

第１層・第２層のみでは対応できない学生の個別ニーズへの、教育的・専門的支援 

（２）専門的学生支援機関における連携・協働 

・対応困難な問題が生じた際に、学内外の連携・協働の核として問題解決に取組む 

・専門性を基にした研修やコンサルテーションによって、第１層・第２層を支える役割 

（３）種々の専門的学生支援機関 

１）学生相談（カウンセリングを中心とした専門的な適応支援・教育的支援）  
２）修学相談（修学・学習に関する問題は適応状況や心理状態と密接に関連）  
３）進路・就職相談（生き方の教育であり内的成熟の促進や性格等の吟味等に関し連携）  
４）ハラスメント相談（調査や処遇決定は学生相談とは異なる相談ルートが必須）  
５）メンタルヘルス相談（カウンセリングと並行して医療的なケアが必要な場合の連携）  
６）留学生支援・相談（異文化適応等の問題や留学する際の事前説明・心の準備等）  
⇒ 基幹となる学生相談と各専門機能との連携・協働を各大学の事情に応じて構築する必要  
【（図２－１）学生支援機能の対象と対応】
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第３章 学生相談体制のあり方－学生相談機関・専門家の充実－ 

１．学生相談機関の設置 

（１）学生相談機関の使命 

・学生の悩みや困難に対し、カウンセリングを中心とした専門的な適応支援・教育的支援

を行い、学生の心理社会的成長・発達・回復を促進すること  
・相談活動を通して見えてくる課題について、大学構成員と共有し、大学へ提案・提言  

（２）全学共通基盤としての位置づけ 

すべての学生を対象としており、専任の教職員を配置した安定した位置づけを  
（３）学生相談機関の運営 

・運営の責任者は、関連機関との連携・協働が必要なため、学生相談に通暁した者  
・学生相談機関は、学生・教職員の懲罰や成績評価を決定する機関から中立性を保つ必要  

（４）学生相談機関の倫理 

・プライバシーの保護と個人情報保護法の遵守  
・情報の開示に関して負う役割の特殊性について大学が認識し周知を図る必要  

（５）学生相談機関の施設 

専有スペースの保持、安心して相談に集中できる環境、学生が訪れやすい環境  

２．学生相談機関の役割・活動（業務） 

（１）学生相談機関の役割 

「個別の心理的援助」「心理教育的役割」「予防・啓発・提言の役割」「危機管理活動への貢献」 
（２）大学における活動（業務） 

多様な活動を「援助活動」「教育活動」「コミュニティ活動」「実践研究活動」の４つに分類  
【（表３－１）学生相談活動（業務）の種類】  

３．カウンセラー等の充実 

（１）カウンセラーの位置づけ 

  教育機能を担うことや学内ネットワーク構築のため、常勤かつ教員であることが望ましい  
（２）カウンセラーの配置数 

10％の来談率（相談に訪れる学生数／全学生数）に対応できるよう、最低限カウンセラー

１人／学生 3,000 人の配置を目指し努力すべき 

（３）カウンセラーの資格 

心理臨床や大学教育に関し、しかるべき研修と経験を有する者が配置される必要  
（４）カウンセラーの時間配分 

多様な活動を展開しかつ新規相談に即応すべく、面接の割合は勤務時間の 65％程度が妥当 

４．学生相談機関からの情報発信 

（１）情報発信の必要性 

  「総合的な学生支援」と「専門的な学生相談」の連携・協働に向けて情報発信は不可欠 

（２）情報発信のための研究 

  学生相談機関が得た知見の蓄積を「研究」という形で一般化・共有化して大学教育へ還元 

（３）情報発信の機会 

  実情報告や委員会等への提言による定期的・継続的な情報発信の機会の整備  

５．学生支援・学生相談の日米比較 

 日本と米国における学生支援・学生相談の現状と課題の比較（人的配置や予算に大きな差異） 

【（表３－２）学生支援・学生相談の日米比較】
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第４章 ネットワークづくりと研修体制-学生支援の連携・協働－ 

 

１．諸課題へのネットワークによる対応と留意点－３階層での支援と連携・協働－ 

（１）学業不振・不登校学生への支援 

［第１層］早期の個別対応に結びつける姿勢、学生の居場所の提供 等  
［第２層］不登校傾向の学生の把握・面談・連絡 等  
［第３層］保護者、教員、カウンセラー間での継続的な連絡・支援  

（２）自殺をめぐる問題 

［第１層］メンタルヘルスに関する基礎的な知識の習得 等  
［第２層］教職員・関連部署との情報の共有及び対応の検討  
［第３層］学生及び関係者双方の援助、学内外の医療機関とのネットワークの構築  

（３）事件性のある諸問題 

［第１層］日常の交流の中でのモラル教育、予防のための啓発活動 等  
［第２層］学内外の専門家の助言を参考にしつつ、危機管理マニュアルの整備  
［第３層］関係者への心理的援助・助言、危機対応の研修・実践、ネットワークづくり 等  

（４）障害のある学生への支援 

［第１層］障害に関する基本的な知識の習得 等  
［第２層］本人のニーズ把握と支援方策への反映 等  
［第３層］カウンセラーによる障害の受容などの心理的支援、連携体制を作る活動 等  

 

２．連携・協働のための留意点－守秘義務について－ 

・日常の学生支援や相談窓口等で得られた学生の個人情報への配慮及び関係諸法規の遵守  
・学生の情報を危機対応や教育・指導の目的で共有する場合のマニュアル等の整備  
・インフォームドコンセントについての検討及び対応の必要性  

 

３．研修体制の充実 

（１）大学教職員のスキルの向上 

・大学としての課題及び教職員の個別ニーズに対応した研修機会の提供 

・研修費用や研修時間の保証等による研修体制整備、研修を活かした活動実績の肯定的評価 

（２）研修の実施形態 

 ・各大学の状況に即した学内研修及び他大学等の教職員と交流する学外研修の併用 

 ・知識伝達型、体験学習・実習、宿泊型等の研修内容に適した形態の工夫 

（３）日常的なネットワークによる相互研鑽 

学生対応の具体的事例や実際の仕事を通じた訓練、日常的な協力体制に基づく相互の研鑽  
 
参考資料 

１．事例紹介（日本の大学：７校の事例，欧米の大学：概説及び２校の事例） 

２．「認証評価機関」の評価基準等 

３．「学生支援情報データベース」における「学生相談」関連項目 

－「大学等における学生生活支援の実態調査」調査報告（抜粋）－  
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